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5 月 15 日にグループホーム『外部調査』を受審します 

第 7回 第三者評価が進行しています。 今回から 2年に 1回 第三者評価を受けるよう

に緩和措置が適用されています。入居者御家族無記名アンケートは 審査機関・北証パトナ

において すでに実施済みです。 

来る 5月 15日には 2名の調査員の来社を受けて「外部調査」がおこなわれます。 

そのあと 評価を経て 「平成 27年度 目標達成計画」が決まり 実践されることになりま

す。 

平成 27年度 NPO法人・通常総会 近づく 

【日時】平成 27年 5月 17日 午後 3時から 5時ころまで。 

【場所】浄泉寺さん 

【議題】平成 26年度 事業報告書、財務報告書、監査報告 

    平成 27年度 事業計画書、収支予算書 

    任期満了による役員改選など 

 

『負担割合証』は 7月中に 個人あてに郵送 

4月 21日午後 6時----7時 第 62回 運営推進会議を開催しました。 

 

 

中新川広域行政事務組合・大井正一保

険業務係長、上市町地域包括支援セン

ター・高慶孝所長、井林文雄・東江上

区長、戸田啓義、伏黒徳重・両副区長 

稲垣久代民生委員、成川友仁・社会福

祉士・上市町議 各位が参加され 

ご意見の交換がありました。 

 

介護保険法の改定で いままで一律10%の自己負担でしたが ことし 8月1日から 所得の 

高い人は 20%負担に変わります。大井保険業務係長から『合計所得が 160万円以上の人や、 
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単身で公的年金受給額 280万円以上の人は 介護サービスを受けた場合、自己負担が 20%に 

なります。介護保険対象の人 全員へ ことし 7月末までに 負担割合証が郵送されます。 

立山町、上市町、舟橋村 3町村の被保険者のうち 20%負担になる方の割合は 10%未満だろう 

と推算されます。』 

 

 

4月1日からの介護報酬がグループホームの場合5.7%引き下げになり2ユニット定員18名で 

1日 1名 ▲\500 ×365日×18名=▲\3,285,000 

年間で事業収入が 320万円も減収となり このままでは赤字転落は必至です。 

赤字転落を避けるため やむをえず 保険以外の利用料金月額を 1ヶ月あたり 1名ごと 

に約\9,900増額させていただくことを ご家族を訪問・面談の上 御了承いただきつつある 

ことを報告しました。減収 1ヶ月 1名につき 約 \15,000に対して その 3分の 2相当の 

約\9,900の 利用者ご負担を お願いしました。 

介護保険課に報告が上がっている 他社・グループホームの利用料金引き上げ金額幅も 

よく似た金額であるとの説明がありました。 

 

仮認定 NPO法人 パブリック サポート テスト 36先で 4月スタート !! 

 

社会的課題に取り組む NPOを支援いただくサポーターさんを 広く各方面へお願いし 年間 

目標 100先として 取り組んでいます。  平成 27年度 PSTは 4月度は 36先 \165,000 

でスタートしました。皆様各位の ご協力を お待ち申し上げます。 

この制度は 特定非営利活動促進法に基づき運営されています。 

4月 1日よりスタート 先数 ご寄附金額 

平成 25年度 達成 109 先 1,331,000円 

平成 26年度 達成 102 先 834,000円 

(別に 9月 30日迄の上期中に 3先様から \440,000の 寄附ご予約を頂戴しています。) 

 


